
☆新規営業許可の手続について☆

事前相談 ★施設の工事着工前に設計図面を持参の上、事前にご相談ください。

衛生的に管理するため、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。

また、貯水槽使用水（タンク水）や井戸水等を営業上使用する場合、水質検査が必要です。

食品衛生責任者の資格者がいない場合や水質検査を行っていない場合は、早めに準備してください。

申請書の ★書類は施工工事完成予定日の１０日くらい前に提出してください。

提 出

申請の際に必要な書類

１ 営業許可申請書（申請者住所、氏名、生年月日等記入） １通

２ 営業設備の大要・配置図

（店舗付近の地図、店舗設備の詳細等記入） ２通

※同一施設で複数業種の申請の場合は、業種数＋１通必要

３ 許可申請手数料

法人の場合は登記事項証明書 １通

水質検査成績書（貯水槽使用水、井戸水使用の場合）

※コピーでも可、1年以内のもの

食品衛生責任者の資格を証明するもの（調理師免許証、食品衛生責任者手帳等）

施設検査 申請の際、保健所の地区別担当者氏名、連絡方法等を確認の上、工事の進行状況・完成予定日

の打合せ 等を連絡してください。

完成後の 検査の際は、なるべく営業者が立ち会ってください。

確認検査 なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。

不適事項を改善し、再検査を受けてください。

※店舗への食材の搬入、仕込み等の調理製造作業は、検査合格までは行えません。

許可書の 施設基準適合確認後、営業許可書を作成し、後日交付となります。

交 付 営業許可書の交付日については、検査時にお知らせします。

なお、営業許可書の受領の際には、「営業許可書交付のお知らせ」と印鑑（受け取る方の認印）

が必要です。

※営業許可書の郵送をご希望の方は、事前に下記までお問い合わせください。

営業開始 常に食品衛生に留意して営業を行ってください。

食品衛生責任者の資格 栄養：栄養士 調理：調理師 製菓：製菓衛生士 食管：食品衛生管理者

養講：養成講習会受講者 補講：補充講習会受講者 など

※食品衛生責任者の詳細については、別添に記載があります。

（問い合わせ先）

中央区保健所生活衛生課食品衛生

〒１０４－００４４ 東京都中央区明石町１２－１

ＴＥＬ３５４１－５９３９・３５４６－５３９９ ＦＡＸ３５４６－９５５４



☆営業許可申請書の書き方☆

◎ボールベンまたは万年筆 (黒・青)で、かい書で太枠の中だけ記入してください。 (略字不可)

名義人自宅の電話 平成 17年○ ×月○×日

(あ て先)中 央区俣僣所早

郵便番号 104-× ×××            電話番号03-3× ××一××××

住  所

フリカ・ナ        チュウオウ    タロウ

明治・大正〔昭莉》平成○×年○×月○×日生

首lま亀『阜ギ1『訴撃習Fo尚『在地及獄表者電
レ′食品衛生法第 52条第 1項   ~~~~ ~ 

――― ‐

□ 食品製造業等取締条例第 5条 の規定により次のとおり申請します。

〈注意)' 許可番号及び許可年月日 現に受けてt

2 申情者 (法人の場合は、その業務を行う役員を含むものとする。 )

「なしJと 記載し、あるときはその内容を記載してください。
※ただし 食品製造業等取締条例第 5条 |1係のみの申請の場合は

マンションの場合は、名称、階数

店舗の電話

中央区日本橋堀留町―丁目 1番 1号 日本橋ビル 5階

03-3×狭 ×一 ××××

ビルの場合は、名称、階数

罠品衛生法又は同法に基づく処分に違反 して刑に処せられ、その 1

行を終わ り、又は執行を受けることがなくなった日から起算 して

該当する資格に○印

昭和・
―

×年×月○×日 東京都    第 12345

〇年×月▲日

平成 17年○ ×月○ ×

(あて先)中 央区保健所長
-3× ×メ ー × × × ×

×年○ ×月○×日生

郵便番号 104-× ×××

苓記上の本社住所

本社又は代表者自宅の電話

代表者の生年月日



営業設備の大要[記入例]



設備の配置図[記入例]



食品衛生責任者について 

 

■食品衛生責任者の設置 

 営業者は、許可業種ごとに自ら食品衛生責任者となるか、または従業員の中から食品衛生責任者 1名

を定めて置かなければなりません。  

 

■食品衛生責任者の資格 

①次の方はそのまま食品衛生責任者になることができます。 

栄養士、調理師、製菓衛生士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士又は食品衛生管理者、もしくは食

品衛生監視員の資格者。 

②食品衛生責任者の養成講習会を受講することで、食品衛生責任者になることができます。 

（食品衛生責任者養成講習会の申し込みは 

社団法人東京都食品衛生協会へ http://www.toshoku.or.jp/frame01.html ） 

  ※なお、食品衛生責任者の資格は全国標準化により、平成 9 年 4 月 1 日以降の養成講習会修了証

書は全国どこでも有効です。 

 

■食品衛生責任者氏名の掲示 

 営業者は、食品衛生責任者の氏名を作業場又は         例）   

販売所等の見やすい場所に掲示しなければなりま 

せん。この名札の大きさは、一辺が 20ｃｍ以上、 

他辺が 10ｃｍ以上の長方形と決められています。 

 

 

 

 

 

 

■食品衛生責任者の変更 

 食品衛生責任者変更届に新たに食品衛生責任者になられる方の資格を証明するもの（食品衛生責

任者手帳、調理師免許証など）を添えて提出してください。 

 

■食品衛生責任者の責務 

 ①営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営にあたります。 

 ②食品衛生管理上の不備または不適事項を発見した場合は、営業者に対して改善を進言し、その

促進を図ります。（営業者は、食品衛生責任者の食品衛生管理上の進言に対して速やかに対処し、

改善しなければなりません。） 

 ③法令の改廃に注意し、違反行為のないように努めます。 

 ④保健所等が講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めなければ

なりません。 
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